消費生活協同組合法（生協法）の改正をどう見るか
2007年3月23日　生協労連書記長　根本　隆　
この春の通常国会に、1948年の制定以来はじめて、「消費生活協同組合法（生協法）」の改正案が上程されました。生協法改正については、全国でさまざまな論議がされており、生協労連の各地のなかまからも「生協労連はどう考えているのか」という問いかけがされています。
生協労連の2007年春闘方針では、「労働組合として理事会とともに生協法改正についての学習会と討議を推進するとともに、理事会に生協法改正についての見解と今後の対応を明らかにするよう求めましょう」としています。生協の組織と事業の担い手は、生協組合員と私たち労働者です。生協法改正にたいして、働くものの視点と消費者（生協組合員）の視点から見てどうなのか、生協（会社）が地域や社会にどう貢献していくのか、今後どういう質の労働を求めていくのか、問い直すことと結合して討議をすすめていくことが大切です。
労働組合のそうしたとりくみを推進するための一助になればということで、生協法改正の視点について本文書を作成しました。生協労連としての組織的な見解とはなりませんが、ご活用いただければ幸いです。
１．生協法の目的と基準
1948年７月に成立した「消費生活協同組合法（生協法）」は、信用事業を行うことができないなどの否定的側面はありますが、現在使われている「生活協同組合」とういう名称を採用し、憲法25条で定める生存権を生協設立の根拠として位置づけるなど、極めて先進的･画期的な法律です。第１条（生協法の目的）では、生活文化を担う生活協同の組織として生協の社会的意義を正面から認め、民主的な生活協同組織があらゆる場でつくられていくことは、国民全体のくらしを豊かにすることに役立つことであり、国は生協を育成する立場に立つことを宣言としています。 

第２条の組合基準では、1937年のＩＣＡ協同組合原則を、世界各国の協同組合に共通する原則として基礎においています。生協法の目的と組合基準は、現在でも運営の根本にすべき原則であり、労働組合の点検活動でも活用できるものです。この目的と基準は、今回の生協法改正案のなかでもそのまま活かされています。
●第１条（生協法の目的）

　　　この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発展を図り、もって国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

●第２条（組合基準）

消費生活協同組合は、この法律に別段の定のある場合の外、左の各号に掲げる要件を備え
なければならない。

① 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。

② 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。

③ 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

④ 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

⑤
 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これをなすこと。

⑥
 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

２ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用しては
ならない。
２．この間の経過と生協法改正案の特徴

生協法制定以来、法をよりどころとし、地域に貢献する協同組合事業体として、各地の生協は発展してきました。しかし、一定の事業規模と組織規模となってきたことにより、さまざまな視点から法改正が求められてきました。一方は事業の強化･拡大に沿う方向での整備要求であり、また他方では、社会的な事業体としての枠組み整備や生協組合員訴権の確立など社会的な組織としての整備を求めるものです。

この間日本生協連は、「消費生活協同組合法（生協法）は、1948年の制定以来、半世紀以上にわたって実質的な改正がほとんど行われておらず、社会・経済状況の変化や生協自身の発展にともなって、実情との間に大きな齟齬を来している」として生協法改正を働きかけてきました。そうした要請にもとづいて、昨年厚生労働省は｢生協制度見直し検討会｣を設置し、11月には『生協制度の見直しについて』が提出され、３月13日に閣議決定がされて、この通常国会に生協法改正案が上程されました。
上程された「生協法改正案」の法案要綱は、「１．共済事業に関する事項」「２．組合の区域に関する事項」「３．組合員以外の者による事業の利用に関する事項」「４．医療福祉等事業に関する事項」「５．事業運営の規律強化に関する事業」「６．貸付事業に関する事項」「７．その他」の構成となっています。「１．共済事業に関する事項」「５．事業運営の規律強化に関する事業」に多くの分量がさかれています。改正の主要な目的が、共済事業規制と組織・運営規定の社会的整備にあることは明らかです。

今回の改正の最大の焦点とされた共済事業については、「規模が一定以上の共済事業を実施する」場合には、単位生協と連合会を問わず他の事業との兼業を禁止する、行政庁の調査や指導が強められるなど、厳しい規制と制約が課せられることになりました。
組織・運営規定については、理事会・代表理事制の導入、解散・合併の総代会議決、役員選任制度の導入、員外役員枠の拡大、監事の権限整備、組合員の訴権の整備などとなり、日本生協連は「今日の生協の実情にふさわしいガバナンスのあり方を実現する上で大きく前進した内容」と評価しています。
注目されている県域規制については、「購買事業の実施のために必要な場合」との条件付で、「主たる事務所の所在地の都府県の連接都府県まで」区域の拡大を認めることとなりました。
員外利用については、いままでどおりの原則禁止としつつも、員外利用を認める事由について法体系のなかで明確にするとともに、個別の許可によらずに員外利用を認める事由についても拡大できることが示されています。
またその他、医療・福祉事業の独立と区分会計の分離が指摘され、大学生協における学生の組合員資格、職域生協における退職者の組合員資格が明記されています。

３．生協法改正案の評価と影響　
（1） 共済事業については、「規模が一定以上の共済事業を実施する」場合には、単位生協と連合会を問わず他の事業との兼業を禁止されます。購買事業と共済事業の分離は、加入者が同一でないため、分離が求められていました。今後、元受となっている生協の元受返上、購買事業と共済事業の区分経理、法人としての分離がすすめられることとなることから、生協として購買事業で剰余を生み出す体質をつくることが喫緊の課題となります。また共済事業をともなう生協にたいして、行政庁は、「共済契約者の保護を図るため必要があると認めるとき」は、「改善計画の提出」を求め、「必要の限度」において「業務の全部若しくは一部の停止」などの「命令をすることができる」としています。さらに、「行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項」のうち「特に重要なものに違反したとき」は、「業務の全部若しくは一部の停止」とともに「役員の解任」を命じることができ、共済事業の「認可を取り消すことができる」としています。このように、共済事業については厳しい規制と制約を課せられることになります。共済事業に厳しい規制や制約をかけられることについてはさまざまな論議がありますが、「共済契約者の保護」という視点から見れば、社会的な組織としての必要な整備と捉えることができます。
（2） 組織・運営規定については、理事会・代表理事制の導入、解散・合併の総代会議決、役員選任制度の導入、員外役員枠の拡大、監事の権限整備、組合員の訴権の整備などとなっています。現在の生協法では、解散・合併の議決は総会となっており、生協組合員一人ひとりの書面議決（全員投票）が条件となっていました。解散・合併の議決が、総代会となった点については、総代会に向けた組合員論議をどう民主的に保障していくのかという視点が求められます。理事会の法的位置づけ、員外役員枠の拡大、監事の権限整備、組合員の訴権の整備などの点は、社会的な事業組織として、整備されなければならない事項であり、必要な法改正と受け止めることができます。
（3） いままで県域規制があることによって生協間の競争規制がされていたものが、法改正にともなって、生協の組織と事業の枠組みの「構造改革」への動きが強まると予想されます。とくに事業連帯と組織再編が加速度的に強まると思われます。しかし、「主たる事務所の所在地の都府県の連接都府県まで」の区域の拡大をはかるためには、総代会の議決が必要であり、生協組合員の合意を得ることが条件になることから、協同組合にふさわしい民主的な手続きを持ってすすめることが大切です。また同一都道府県内であっても、従来からすすめられてきた紳士協定的な生協間の相互依存関係を維持し発展させていくことが、生協組合員の立場に立ったすすめ方だという認識が求められます。生協自身が地域での社会性と公共性あるものとして存在するためには、生協組合員のくらしはどうなっているのか、地域の経済はどうなっているのかということに関心を払うことと、必要な貢献が求められることは言うまでもありません。県域規制の緩和によって法的な枠組みは変わりますが、そうした視点に立った生協事業と運営が求められるということが前提に据えられなければなりません。また、競争環境の強まりと事業区域の拡大は、私たち労働者の働く条件と環境に大きな変化をもたらすこととなります。労働者の雇用と労働条件を守るという基本的な視点からの労働組合のとりくみが求められます。
（4） 一方で、員外利用については大きな変更とならなかったことにより、枠組みの変化は想定できません。
（5） 「大学生協における学生の組合員資格」と、「職域生協における退職者の組合員資格」が明記されたことは前進と受け止めることができます。

４．労働組合としてどう対応するか
このように生協法改正案は、一定の事業規模と組織規模となってきた社会的な事業体としての生協を、法律的な枠組みとして整備をすることを目的としています。法改正後、ただちに変化があらわれるかどうかはわかりませんが、法改正にもとづいた整備や対応が迫られることは確かです。このことが、私たち働く労働者にとってどうなのかという視点で捉えていくことが大切です。
（1） 法改正による整備は、生協の組織と事業をどう発展させ、改革していくかという中期的な視点で計画化していくことが必要です。そのことは当然、私たち労働者の働く条件と環境に大きな変化をもたらすこととなります。労働組合として理事会にたいし、法改正にもとづいた整備をどうすすめるかということだけでなく、中期的にどう発展させ改革していくのかを明らかにすることを求めましょう。

（2） 生協自身が、消費者（生協組合員）組織としての社会的な事業体として、コンプライアンスにもとづいた整備が求められることは当然です。生協が求められるコンプライアンスとは、生協法の１条「この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発展を図り、もって国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする」ことに向かって努力することです。そうした視点からの点検が労働組合として求められます。労働組合として理事会にたいし、組織・運営規定の整備、定款改正をどうすすめていくのかということと、消費者（生協組合員）組織として発展させていくという視点での改革を求めましょう。
（3） 共済事業については、「共済契約者の保護」という観点からの厳しい規制と制約が課せられ、必要な整備が求められます。今後、元受返上するなど、手数料収入と剰余に大きな影響がでてくる生協があります。また、分離会計が求められることから、購買事業で剰余を生み出す経営体質をつくることが最重点課題となります。労働組合として理事会にたいして、その対策や見通しを明らかにしていくことを求めましょう。
（4） 県域規制の緩和については、事業連合のもとでの再編と連動するものと捉えられます。単協がただちに定款を改正し、隣接県に事業を拡大していくということはほとんど想定できないでしょう。しかし今回の法改正によって、事業連合下であっても、県域を越えた統合化に拍車がかかることは間違いありません。事業組織の再編･統合がすすむことによって、正規･パート問わず雇用と労働条件に大きな変化が生まれます。とくに、パートの雇用問題と正規の広域異動･出向問題が、全国的な労使課題に広がってくるでしょう。労働組合として、理事会にたいして中期的な計画を明らかにしていくことを求めるともに、実際の発生にたいする対処が迫られます。生協労連としての政策化と対策が必要になります。
以　上。
